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《改訂にあたって》

　我が国では、急速な少子化と高齢化が同時進行しています。高齢者や障害者

なども含めたあらゆる人々が住み慣れた地域で安心して快適な生活を営むため

には、社会参加を困難にしている物理的、制度的、文化・情報面、意識上の障

壁（バリア）を取り除く生活環境整備の重要性がさらに増しています。

　福岡県では、すべての県民が社会、文化、経済その他の分野の活動に自らの

意思で参加できるいきいきとした地域社会を築くことを目的として、平成１０

年３月に「福岡県福祉のまちづくり条例」、同年７月に、同条例施行規則を制

定し、平成１１年４月から条例・規則を全面施行しました。

　その後、平成１８年に福祉のまちづくり条例やハートビル法に関連し、届出・

検査が終わった後に不正改造が行われた問題が発覚しました。この問題を契機

に、平成１９年に条例及び施行規則を改正し、完成後の施設の維持保全や指導

監督権限の強化に関する規定等の整備を行い、条例の実効性を確保するととも

に、不正改造の再発防止を図ることとしました。

　平成２３年には「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）」（以下「分権

一括法」という。）の制定により関係法律が改正されました。この分権一括法

に基づき道路関係の構造基準及び特定公園施設の設置基準を条例で定めること

とされたことに伴い、平成２４年に施行規則の一部を改正したところです。

　今回、この施行規則の改正を踏まえて、「福祉のまちづくり条例手引書」を

改訂しました。

　この手引書では、建物、道路、公園等のまちづくり施設を安全かつ快適に利

用できるために必要な整備基準や、より高い水準での取り組みを期待して設け

る望ましい基準について解説し、「福祉のまちづくり」をより深く理解してい

ただくとともに、事業者や設計者の方々をはじめ、まちづくり、ものづくりに

携わる方々に必要となる事項や参考事例等を盛り込んでいます。

　福祉のまちづくりを推進するにあたっては、市町村をはじめ事業者、関係団

体及び県民の方々と協力し、総合的に取り組んでいくことが必要です。

　この手引書が有効に活用されることにより、だれもが住み良い心豊かな人に

優しい福祉のまちづくりが全県で進められることを期待するとともに、皆さま

の一層の御理解と御協力をお願いします。

平成２５年３月

福　岡　県
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別表第１（第３条第１項関係）

まちづくり施設 特定まちづくり施設

１ 　社会福祉法（昭和26年法律第45号）第26条第１項に規定する社会福祉施設その他

これに類する施設として別に定めるもの

左欄に掲げる施設の

うち、すべてのもの

２ 　保健所、税務署、警察署、消防署、市町村保健センターその他の官公庁施設及び郵便

局

３ 　博物館、美術館、資料館、図書館、研修所、学校（専修学校、各種学校及び自動車教

習所を含む。）その他の教育文化施設

４ 　鉄道駅、軌道停留所、バスターミナル、乗船場、航空ターミナルその他の公共交通機

関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設

５　地下街、公共用歩廊

６　公衆便所

７　病院、診療所その他の医療施設 左欄に掲げる施設の

うち、用途面積が300

平方メートル以上の

もの

８　劇場、観覧場、映画館、演芸場その他の娯楽施設

９　集会所、公会堂、隣保館、公民館、結婚式場、葬祭場、火葬場その他の集会施設

10　展示場（ショールームを含む。）

11　ホテル、旅館その他の宿泊施設

12　飲食店、料理店、ダンスホール、カラオケボックスその他の飲食・遊興施設

13 　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他の金融機関その他これら

に類するサービス業を営む施設

14　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 左欄に掲げる施設の

うち、用途面積が1,000

平方メートル以上の

もの

15 　体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場その他のスポーツ施設及びマージャン店、

パチンコ店その他の遊技施設

16　公衆浴場

17　一般公共の用に供される自動車車庫

18　共同住宅、寄宿舎その他の共用部分を有する居住施設（以下「共同住宅等」という。） 左欄に掲げる施設の

うち、用途面積が2,000

平方メートル以上の

もの

19　事務所

20　工場

21　前各号の複合建築物
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別表第２（第３条第１項関係）

区　　分 まちづくり施設 特定まちづくり施設

１　道路
道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路（自

動車のみの一般交通の用に供するものを除く。）

左欄に掲げる施設のう

ち、すべてのもの

２　公園施設
都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条に規定する都市公園 左欄に掲げる施設のう

ち、すべてのもの

３　路外駐車場

駐車場法（昭和32年法律第106号）第２条に規定する路外駐車場

（駐車の用に供する部分に駐車場法施行令（昭和32年政令第340

号）第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置を用

いる路外駐車場を除く。）

左欄に掲げる施設のう

ち、駐車場の用に供す

る部分の面積が500平方

メートル以上のもので

あり、かつ、その利用

について駐車料金を徴

収するもの（別表第１

で定める特定まちづく

り施設の駐車場に該当

するものを除く。）

４　住宅開発団地

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定による許可を

受けて開発される住宅団地、土地区画整理法（昭和29年法律第

119号）第２条に規定する土地区画整理事業により開発される住

宅団地その他の主として住宅の用に供する目的で開発される団

地

左欄に掲げる施設のう

ち、開発区域の面積が

５ヘクタール以上のも

の

別表第３（第３条第２項関係）

公共輸送車両等

区　　分 車　　両　　等

鉄道車両・軌道車両

鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の

用に供する車両及び軌道法（大正10年法律第76号）による軌道経営者が旅客の運送を行う

ためその事業の用に供する車両

バ ス 車 両

道路運送法（昭和26年法律第183号）による一般乗合旅客自動車運送事業者（路線を定めて

定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の運送を行うため

その事業の用に供する自動車（同法第５条第１項第三号に規定する路線定期運行の用に供

するものに限る。）

船 舶

海上運送法（昭和24年法律第187号）による一般旅客定期航路事業（日本の国籍を有する者

及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定

期航路事業を除く。）を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶

航 空 機
航空法（昭和27年法律第231号）による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事

業の用に供する航空機
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○車いすの寸法
〔手動車いすの寸法：JIS T 9201〕

車いすの形状・寸法は JIS 規格（日本工業規格）により定められています。

その分類は主としてその外観及び用途によって、自走用と介助用に分けられ

ます。自走用には、標準型、座位変換型、スポーツ型、特殊型があり、介助

用には標準型、座位変換型、浴用型、特殊型があります。

　車いすの全幅は 70㎝以下となっていますが、日本国内の建築関係の現状を

考慮し、当分の間 65㎝以下が推奨されています。また、JISでは、車いすの座

面の高さについては規定はありませんが、介助用車いすでは、自力移動を助

けるために座面の高さが低くなっているものがあり設計の際には配慮が必要

です。

自走用標準型の例

○車いすの使用時の動作寸法
〔手動車いすの最小動作空間〕
※180°回転　360°回転は全頁参考

9 0 ° 回 転 （ 車 軸 中 央 を 中 心 ）

〔電動車いすの最小動作空間〕

3 6 0 ° 回 転 （ 車 軸 中 央 を 中 心 ）

〔電動車いすの寸法：JIS T 9203〕

　電動車いすの寸法は JIS 規格により定められています。形式は自操用と介

助用に分けられ、自操用は標準型、ハンドル形、座位変換形、簡易形、特殊

形があり、介助用は標準型、簡易形、特殊形があります。

自操用標準型

自操用ハンドル型

1212
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　本表は、まちづくり施設別に適用される基準を確認できるよう

に作成した早見表です。

　基準の詳細な内容については、規則及び解説のページをご参照

ください。

条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）

共通事項

１　

社
会
福
祉
施
設

２　

官
公
庁
施
設　
　
　
　
　

郵便局等

３－１　

教
育
文
化
施
設
そ
の
１　

３－２．３以外

３－２　

教
育
文
化
施
設
そ
の
２　

特別支援学校

３－３　

教
育
文
化
施
設
そ
の
３　

３－２を除く学校

５　

地
下
鉄
・
公
共
用
歩
廊

６　

公
衆
便
所

７－１　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

病院

７－２　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

７－１以外

８　

娯
楽
施
設　
　
　
　
　
　

映画館等

９　

集
会
施
設　
　
　
　
　
　

集会所等

10　

展
示
施
設　
　
　
　
　
　

展示場

11　

宿
泊
施
設　
　
　
　
　
　

ホテル等

12　

飲
食
遊
興
施
設　
　
　
　

飲食店等

13－１　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

銀行

13－２　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

13－１以外

14　

物
品
販
売
店
舗　
　
　
　

百貨店等

15－１　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

スポーツ施設

15－２　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

15－１以外

16　

公
衆
浴
場

17　

一
般
公
共
用
自
動
車
車
庫

18　

共
同
住
宅
等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

出
入
口

１．１．直接地
上へ通ずる出
入口

① 有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎
90㎝以上。
（最低１カ所を120㎝以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 戸の構造 ●
自動開閉又は、車いす使用者が円
滑に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

◎
120㎝以上の建物出入口のうち最
低１カ所は自動開閉とし、その他
は同左。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 段差 ●
車いす使用者の通過に支障となる
段差の解消。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

１．２．車いす
使用者用駐車
施設のある駐
車場へ通ずる
出入口

① 有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 90㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 戸の構造 ●
自動開閉又は、車いす使用者が円
滑に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 段差 ●
車いす使用者の通過に支障となる
段差の解消。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

１．３．各室出
入口

① 有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 90㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●
（住戸の出入口）

●◎ ●◎

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。

② 戸の構造 ●
自動開閉又は、車いす使用者が円
滑に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

◎

自動開閉又は車いす使用者が円滑
に開閉して通過できる構造で、開
閉時に廊下等に突出しない構造。
前後に高低差がないこと。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（住戸の出入口）

●◎ ●◎

③ 段差 ●
車いす使用者の通過に支障となる
段差の解消。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（住戸の出入口）

●◎ ●◎

廊
下
等

２．１．廊下等
（全般）

① 床面の仕上げ ● 粗面または滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

② 段差 ● 段差の整備基準に準拠。 ◎ 階段の望ましい基準に準拠。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

２．２．建物出
入口と室出入
口を結ぶ廊下
と大規模居室
内の主要な通
路等

① 有効幅員 ● 120㎝以上。 ◎

180㎝以上。ただし、末端付近（共
同住宅等を除く）及び50ｍ以内ご
とに車いすどうしがすれ違える構
造の部分を設ける場合は140㎝以
上で可。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。
※ 200㎡超える室の主
要な通路にも適用
される。

②
車いすの転回
スペース

●

末端付近（共同住宅等を除く）を
車いすの転回に支障のない構造と
し、かつ50ｍ以内ごとに車いすの
転回が可能な構造の部分を設置。

－ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
（主要な廊下）

●
（主要な廊下）

③
高低差のある
場合

●
整備基準を満たす傾斜路及び踊場
又は特殊仕様昇降機を設置。

◎
望ましい基準を満たす傾斜路及び
踊場又は特殊仕様昇降機を設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

④ 水平部分 ●
整備基準を満たす出入口付近及び
昇降機等の出入口付近の水平化。

◎
望ましい基準を満たす出入口付近
及び昇降機等の出入口付近の水平
化。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

⑤ 壁面の配慮 － ◎
壁面の突出物の解消。やむを得な
い場合は視覚障害者の通行に支障
のない措置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（共用廊下）

◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

⑥ 休憩設備 － ◎
建築物利用者が休憩するための設
備を適切な位置に設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（共用廊下）

◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

２．３．建物出
入口と受付等
とを結ぶ廊下
等

①
視覚障害者の
誘導

●
最低１経路に、視覚障害者のため
の誘導用床材の敷設又は音声装置
など誘導用装置の設置。

◎

視覚障害者のための誘導用床材の
敷設又は音声装置など誘導用装置
の設置。（近接した建物出入口が
ある場合はそのうち１カ所が対
象。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。

２．４．傾斜路
及び踊場

① 有効幅員 ●
120㎝以上。（段併設の場合は90㎝
以上。）

◎
150㎝以上。（段併設の場合は120
㎝以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。

② 勾配 ●
1/12以下。（傾斜路の高さが16㎝
以下の場合は1/8以下。）

◎ 1/12以下 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

③ 踊場 ●
傾斜路の高さが75㎝を超える場合
は、高低差75㎝以内ごとに踏幅
150㎝以上の踊場を設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

④ － ◎
傾斜路が同一平面で交差又は接続
する場合は、当該交差又は接続部
分に踏幅150㎝以上の踊場を設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（共用階段）

◎
（主要な階段）

◎
（主要な階段）

⑤ 手すり ● 傾斜路には手すりを設置。 ◎ 傾斜路には両側に手すりを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

⑥ 表面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

⑦ 識別性 ●
傾斜路は、踊場及び接する廊下等
の色と大きな明度差をつける等で
識別しやすいもの。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

⑧
注意喚起用床
材

●
上端付近の廊下等及び踊場に視覚
障害者のための注意喚起用床材を
敷設。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

2．2．まちづくり施設別基準適用一覧（建築物編）
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　本表は、まちづくり施設別に適用される基準を確認できるよう

に作成した早見表です。

　基準の詳細な内容については、規則及び解説のページをご参照

ください。

条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）

共通事項

１　

社
会
福
祉
施
設

２　

官
公
庁
施
設　
　
　
　
　

郵便局等

３－１　

教
育
文
化
施
設
そ
の
１　

３－２．３以外

３－２　

教
育
文
化
施
設
そ
の
２　

特別支援学校

３－３　

教
育
文
化
施
設
そ
の
３　

３－２を除く学校

５　

地
下
鉄
・
公
共
用
歩
廊

６　

公
衆
便
所

７－１　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

病院

７－２　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

７－１以外

８　

娯
楽
施
設　
　
　
　
　
　

映画館等

９　

集
会
施
設　
　
　
　
　
　

集会所等

10　

展
示
施
設　
　
　
　
　
　

展示場

11　

宿
泊
施
設　
　
　
　
　
　

ホテル等

12　

飲
食
遊
興
施
設　
　
　
　

飲食店等

13－１　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

銀行

13－２　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

13－１以外

14　

物
品
販
売
店
舗　
　
　
　

百貨店等

15－１　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

スポーツ施設

15－２　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

15－１以外

16　

公
衆
浴
場

17　

一
般
公
共
用
自
動
車
車
庫

18　

共
同
住
宅
等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

出
入
口

１．１．直接地
上へ通ずる出
入口

① 有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎
90㎝以上。
（最低１カ所を120㎝以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 戸の構造 ●
自動開閉又は、車いす使用者が円
滑に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

◎
120㎝以上の建物出入口のうち最
低１カ所は自動開閉とし、その他
は同左。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 段差 ●
車いす使用者の通過に支障となる
段差の解消。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

１．２．車いす
使用者用駐車
施設のある駐
車場へ通ずる
出入口

① 有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 90㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 戸の構造 ●
自動開閉又は、車いす使用者が円
滑に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 段差 ●
車いす使用者の通過に支障となる
段差の解消。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

１．３．各室出
入口

① 有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 90㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●
（住戸の出入口）

●◎ ●◎

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。

② 戸の構造 ●
自動開閉又は、車いす使用者が円
滑に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

◎

自動開閉又は車いす使用者が円滑
に開閉して通過できる構造で、開
閉時に廊下等に突出しない構造。
前後に高低差がないこと。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（住戸の出入口）

●◎ ●◎

③ 段差 ●
車いす使用者の通過に支障となる
段差の解消。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（住戸の出入口）

●◎ ●◎

廊
下
等

２．１．廊下等
（全般）

① 床面の仕上げ ● 粗面または滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

② 段差 ● 段差の整備基準に準拠。 ◎ 階段の望ましい基準に準拠。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

２．２．建物出
入口と室出入
口を結ぶ廊下
と大規模居室
内の主要な通
路等

① 有効幅員 ● 120㎝以上。 ◎

180㎝以上。ただし、末端付近（共
同住宅等を除く）及び50ｍ以内ご
とに車いすどうしがすれ違える構
造の部分を設ける場合は140㎝以
上で可。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。
※ 200㎡超える室の主
要な通路にも適用
される。

②
車いすの転回
スペース

●

末端付近（共同住宅等を除く）を
車いすの転回に支障のない構造と
し、かつ50ｍ以内ごとに車いすの
転回が可能な構造の部分を設置。

－ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
（主要な廊下）

●
（主要な廊下）

③
高低差のある
場合

●
整備基準を満たす傾斜路及び踊場
又は特殊仕様昇降機を設置。

◎
望ましい基準を満たす傾斜路及び
踊場又は特殊仕様昇降機を設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

④ 水平部分 ●
整備基準を満たす出入口付近及び
昇降機等の出入口付近の水平化。

◎
望ましい基準を満たす出入口付近
及び昇降機等の出入口付近の水平
化。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

⑤ 壁面の配慮 － ◎
壁面の突出物の解消。やむを得な
い場合は視覚障害者の通行に支障
のない措置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（共用廊下）

◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

⑥ 休憩設備 － ◎
建築物利用者が休憩するための設
備を適切な位置に設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（共用廊下）

◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

２．３．建物出
入口と受付等
とを結ぶ廊下
等

①
視覚障害者の
誘導

●
最低１経路に、視覚障害者のため
の誘導用床材の敷設又は音声装置
など誘導用装置の設置。

◎

視覚障害者のための誘導用床材の
敷設又は音声装置など誘導用装置
の設置。（近接した建物出入口が
ある場合はそのうち１カ所が対
象。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。

２．４．傾斜路
及び踊場

① 有効幅員 ●
120㎝以上。（段併設の場合は90㎝
以上。）

◎
150㎝以上。（段併設の場合は120
㎝以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

※ 整備基準は用途面
積2,000㎡未満の避
難階以外の階を除
く。

② 勾配 ●
1/12以下。（傾斜路の高さが16㎝
以下の場合は1/8以下。）

◎ 1/12以下 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

③ 踊場 ●
傾斜路の高さが75㎝を超える場合
は、高低差75㎝以内ごとに踏幅
150㎝以上の踊場を設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

④ － ◎
傾斜路が同一平面で交差又は接続
する場合は、当該交差又は接続部
分に踏幅150㎝以上の踊場を設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（共用階段）

◎
（主要な階段）

◎
（主要な階段）

⑤ 手すり ● 傾斜路には手すりを設置。 ◎ 傾斜路には両側に手すりを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

⑥ 表面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

⑦ 識別性 ●
傾斜路は、踊場及び接する廊下等
の色と大きな明度差をつける等で
識別しやすいもの。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（共用階段）

●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

⑧
注意喚起用床
材

●
上端付近の廊下等及び踊場に視覚
障害者のための注意喚起用床材を
敷設。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
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条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）

共通事項

１　

社
会
福
祉
施
設

２　

官
公
庁
施
設　
　
　
　
　

郵便局等

３－１　

教
育
文
化
施
設
そ
の
１　

３－２．３以外

３－２　

教
育
文
化
施
設
そ
の
２　

特別支援学校

３－３　

教
育
文
化
施
設
そ
の
３　

３－２を除く学校

５　

地
下
鉄
・
公
共
用
歩
廊

６　

公
衆
便
所

７－１　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

病院

７－２　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

７－１以外

８　

娯
楽
施
設　
　
　
　
　
　

映画館等

９　

集
会
施
設　
　
　
　
　
　

集会所等

10　

展
示
施
設　
　
　
　
　
　

展示場

11　

宿
泊
施
設　
　
　
　
　
　

ホテル等

12　

飲
食
遊
興
施
設　
　
　
　

飲食店等

13－１　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

銀行

13－２　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

13－１以外

14　

物
品
販
売
店
舗　
　
　
　

百貨店等

15－１　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

スポーツ施設

15－２　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

15－１以外

16　

公
衆
浴
場

17　

一
般
公
共
用
自
動
車
車
庫

18　

共
同
住
宅
等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

階
段
３．１．避難階
以外の階に通
ずる階段

① 有効幅員 ●
120㎝以上。（用途面積300㎡未満の建
築物を除く。）手すりの幅を10㎝まで
有効幅員に含めることができる。

◎
150㎝以上。（共同住宅等は140㎝以上。）
手すりの幅を10㎝まで有効幅員に含め
ることができる。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

※ 整備基準は、用途
面積が 300 ㎡未満
の建築物は除く。

② 段の構造 － ◎ けあげ16㎝以下、踏面を30㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ◎
（主要な階段）

◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

③ 手すり ● 手すりを設置。 ◎ 両側に手すりを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

④ 回り段の回避 ● 主要な階段は回り段以外の構造。
（困難な場合を除く。） ◎ 主要な階段は回り段以外の構造。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

（主要な階段）
●◎

（主要な階段）
●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

（主要な廊下）
●◎

（主要な廊下）
●◎

（主要な廊下）

⑤ 表面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

⑥ 識別性 ●

踏面端部とその周囲の部分と大きな
明度差をつける等、段を容易に識別
でき、かつ段鼻の突き出しがないこ
と等によるつまずきにくい構造。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

⑦
注意喚起用床
材

● 上端付近の廊下等及び踊場に視覚障
害者のための注意喚起用床材を敷設。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

（主要な階段）
●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

昇
降
機

４．１． エ レ
ベーター（設
置義務）

① 設置義務 ●

当該階において提供されるサービ
ス又は販売されるものを、容易に
享受又は、購入できる措置を講じ
る場合は、適応されない。

◎ 避難階以外に停止するエレベー
ターを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

※ 避難階以外の階を
有する建築物に適
用。
※ 車いす使用駐車施
設のない駐車場の
みの階は除く。
※ 整備基準は用途面
積 2,000 ㎡未満を除
く。

② － ◎ 最低１機は望ましい基準を満たす構造
で、かつ主要な廊下等に近接して設置。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ － ◎ 望ましい基準適合等以外は整備基
準準拠。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

４．２． エ レ
ベーター（構
造）

① かごの奥行き ● 内法135㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

※ 整備基準は用途面
積 2,000 ㎡未満の避
難階の階を除く。

②
かごの平面形
状

●

かごの幅は内法で140㎝以上。
車いすの転回に支障のない形状。（学
校（特別支援学校を除く。）、共同住
宅等、事務所及び工場においてかご
正面壁に鏡を設置する場合を除く。）

◎

かごの幅は内法で160㎝以上。
車いすの転回に支障のない形状。
（共同住宅等においてトランク付
きのかごを設置する場合は140㎝
以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

③
かご内の表示
装置

● かご内にかごの停止予定階及び現
在位置を表示する装置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

④
乗降ロビーの
表示装置

● 乗降ロビーに、到着するかごの昇
降方向を表示する装置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑤
かご内の音声
装置

● かご内に、かごの到着階及び戸の開
閉を音声により知らせる装置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑥
かご及び昇降
路の出入口の
有効幅員

● それぞれ80㎝以上。 ◎ それぞれ90㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑦
かご内及び乗
降ロビーの制
御装置

● 車いす使用者が利用しやすい位置
に設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑧ ● 上記以外は視覚障害者が円滑に操
作できる構造。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑨
乗降ロビーの
構造

● 高低差のないものとし、幅及び奥
行きはそれぞれ内法150㎝以上。 ◎ 高低差のないものとし、幅及び奥

行きはそれぞれ内法180㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑩
乗降ロビーの
音声装置

● かごの昇降方向を知らせる音声装
置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑪ 標示 ●
乗降ロビー又はその付近に高齢
者、障害者等が利用しやすいエレ
ベーターの設置を示す標示。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

便
所
５．１．福祉型
便房 ① 設置義務 ●

建築物ごとに福祉型便房のある便所
を最低１カ所設置。（男女の区分があ
る場合はそれぞれ最低１カ所）

◎
段ごとに福祉型便房を当該階の便房
総数の２％以上設置。（当該階の便房
総数200超の場合は１％＋２以上）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

※ 望ましい基準は車
いす使用者用駐車
施設のない駐車場
階には適用しない。

② － － ◎

福祉型便房のない便所並びに腰掛
け便座及び手すりの設けられた便
房のない便所は、福祉型便房のあ
る便所に近接して設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③
内部障害者等
への配慮

●

１以上の福祉型便房には人工肛門
又は人工ぼうこうを使用している
者のための水洗器具を設置し、出
入口又はその付近にその旨を標
示。

◎

次に掲げる人工肛門又は人工ぼうこうの
使用者用設備及び介護ベッド（長さ1.2ｍ
以上で大人のおむつ交換ができるもの）を
設けた福祉型便房を最低１ヶ所（男女の区
分がある場合はそれぞれ１以上）設置し、
出入口又はその付近にその旨を標示。
（1）フラッシュバルブ式汚物流し
（2）給湯設備
（3）荷物置きの棚その他の設備
（4）水石けん入れ
（5）紙巻器
（6）汚物入れ
（7） ２以上の衣服を掛けるための金具等

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（50㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

④
出入口の有効
幅員

● 福祉型便房の出入口及び当該便所
の出入口は80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑤ 戸の構造 ●

福祉型便房の出入口及び当該便所
の出入口は車いす使用者が円滑に
開閉して通過できる構造。かつそ
の前後に高低差なし。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑥ 標示 ● 出入口又はその付近に福祉型便房
である旨を標示。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

　本表は、まちづくり施設別に適用される基準を確認できるよう

に作成した早見表です。

　基準の詳細な内容については、規則及び解説のページをご参照

ください。
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条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）

共通事項

１　

社
会
福
祉
施
設

２　

官
公
庁
施
設　
　
　
　
　

郵便局等

３－１　

教
育
文
化
施
設
そ
の
１　

３－２．３以外

３－２　

教
育
文
化
施
設
そ
の
２　

特別支援学校

３－３　

教
育
文
化
施
設
そ
の
３　

３－２を除く学校

５　

地
下
鉄
・
公
共
用
歩
廊

６　

公
衆
便
所

７－１　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

病院

７－２　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

７－１以外

８　

娯
楽
施
設　
　
　
　
　
　

映画館等

９　

集
会
施
設　
　
　
　
　
　

集会所等

10　

展
示
施
設　
　
　
　
　
　

展示場

11　

宿
泊
施
設　
　
　
　
　
　

ホテル等

12　

飲
食
遊
興
施
設　
　
　
　

飲食店等

13－１　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

銀行

13－２　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

13－１以外

14　

物
品
販
売
店
舗　
　
　
　

百貨店等

15－１　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

スポーツ施設

15－２　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

15－１以外

16　

公
衆
浴
場

17　

一
般
公
共
用
自
動
車
車
庫

18　

共
同
住
宅
等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

階
段
３．１．避難階
以外の階に通
ずる階段

① 有効幅員 ●
120㎝以上。（用途面積300㎡未満の建
築物を除く。）手すりの幅を10㎝まで
有効幅員に含めることができる。

◎
150㎝以上。（共同住宅等は140㎝以上。）
手すりの幅を10㎝まで有効幅員に含め
ることができる。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

※ 整備基準は、用途
面積が 300 ㎡未満
の建築物は除く。

② 段の構造 － ◎ けあげ16㎝以下、踏面を30㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ◎
（主要な階段）

◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

◎
（主要な廊下）

③ 手すり ● 手すりを設置。 ◎ 両側に手すりを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

④ 回り段の回避 ● 主要な階段は回り段以外の構造。
（困難な場合を除く。） ◎ 主要な階段は回り段以外の構造。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

（主要な階段）
●◎

（主要な階段）
●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

（主要な廊下）
●◎

（主要な廊下）
●◎

（主要な廊下）

⑤ 表面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

⑥ 識別性 ●

踏面端部とその周囲の部分と大きな
明度差をつける等、段を容易に識別
でき、かつ段鼻の突き出しがないこ
と等によるつまずきにくい構造。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な階段）

●◎
（主要な階段）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

●◎
（主要な廊下）

⑦
注意喚起用床
材

● 上端付近の廊下等及び踊場に視覚障
害者のための注意喚起用床材を敷設。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

（主要な階段）
●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

昇
降
機

４．１． エ レ
ベーター（設
置義務）

① 設置義務 ●

当該階において提供されるサービ
ス又は販売されるものを、容易に
享受又は、購入できる措置を講じ
る場合は、適応されない。

◎ 避難階以外に停止するエレベー
ターを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

※ 避難階以外の階を
有する建築物に適
用。
※ 車いす使用駐車施
設のない駐車場の
みの階は除く。
※ 整備基準は用途面
積 2,000 ㎡未満を除
く。

② － ◎ 最低１機は望ましい基準を満たす構造
で、かつ主要な廊下等に近接して設置。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ － ◎ 望ましい基準適合等以外は整備基
準準拠。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

４．２． エ レ
ベーター（構
造）

① かごの奥行き ● 内法135㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

※ 整備基準は用途面
積 2,000 ㎡未満の避
難階の階を除く。

②
かごの平面形
状

●

かごの幅は内法で140㎝以上。
車いすの転回に支障のない形状。（学
校（特別支援学校を除く。）、共同住
宅等、事務所及び工場においてかご
正面壁に鏡を設置する場合を除く。）

◎

かごの幅は内法で160㎝以上。
車いすの転回に支障のない形状。
（共同住宅等においてトランク付
きのかごを設置する場合は140㎝
以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

③
かご内の表示
装置

● かご内にかごの停止予定階及び現
在位置を表示する装置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

④
乗降ロビーの
表示装置

● 乗降ロビーに、到着するかごの昇
降方向を表示する装置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑤
かご内の音声
装置

● かご内に、かごの到着階及び戸の開
閉を音声により知らせる装置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑥
かご及び昇降
路の出入口の
有効幅員

● それぞれ80㎝以上。 ◎ それぞれ90㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑦
かご内及び乗
降ロビーの制
御装置

● 車いす使用者が利用しやすい位置
に設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑧ ● 上記以外は視覚障害者が円滑に操
作できる構造。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑨
乗降ロビーの
構造

● 高低差のないものとし、幅及び奥
行きはそれぞれ内法150㎝以上。 ◎ 高低差のないものとし、幅及び奥

行きはそれぞれ内法180㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

⑩
乗降ロビーの
音声装置

● かごの昇降方向を知らせる音声装
置を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑪ 標示 ●
乗降ロビー又はその付近に高齢
者、障害者等が利用しやすいエレ
ベーターの設置を示す標示。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
●◎

（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

●◎
（整備基準は階が
５階以上のもの）

便
所
５．１．福祉型
便房 ① 設置義務 ●

建築物ごとに福祉型便房のある便所
を最低１カ所設置。（男女の区分があ
る場合はそれぞれ最低１カ所）

◎
段ごとに福祉型便房を当該階の便房
総数の２％以上設置。（当該階の便房
総数200超の場合は１％＋２以上）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

※ 望ましい基準は車
いす使用者用駐車
施設のない駐車場
階には適用しない。

② － － ◎

福祉型便房のない便所並びに腰掛
け便座及び手すりの設けられた便
房のない便所は、福祉型便房のあ
る便所に近接して設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③
内部障害者等
への配慮

●

１以上の福祉型便房には人工肛門
又は人工ぼうこうを使用している
者のための水洗器具を設置し、出
入口又はその付近にその旨を標
示。

◎

次に掲げる人工肛門又は人工ぼうこうの
使用者用設備及び介護ベッド（長さ1.2ｍ
以上で大人のおむつ交換ができるもの）を
設けた福祉型便房を最低１ヶ所（男女の区
分がある場合はそれぞれ１以上）設置し、
出入口又はその付近にその旨を標示。
（1）フラッシュバルブ式汚物流し
（2）給湯設備
（3）荷物置きの棚その他の設備
（4）水石けん入れ
（5）紙巻器
（6）汚物入れ
（7） ２以上の衣服を掛けるための金具等

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（50㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

④
出入口の有効
幅員

● 福祉型便房の出入口及び当該便所
の出入口は80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑤ 戸の構造 ●

福祉型便房の出入口及び当該便所
の出入口は車いす使用者が円滑に
開閉して通過できる構造。かつそ
の前後に高低差なし。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑥ 標示 ● 出入口又はその付近に福祉型便房
である旨を標示。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
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条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）

共通事項

１　

社
会
福
祉
施
設

２　

官
公
庁
施
設　
　
　
　
　

郵便局等

３－１　

教
育
文
化
施
設
そ
の
１　

３－２．３以外

３－２　

教
育
文
化
施
設
そ
の
２　

特別支援学校

３－３　

教
育
文
化
施
設
そ
の
３　

３－２を除く学校

５　

地
下
鉄
・
公
共
用
歩
廊

６　

公
衆
便
所

７－１　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

病院

７－２　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

７－１以外

８　

娯
楽
施
設　
　
　
　
　
　

映画館等

９　

集
会
施
設　
　
　
　
　
　

集会所等

10　

展
示
施
設　
　
　
　
　
　

展示場

11　

宿
泊
施
設　
　
　
　
　
　

ホテル等

12　

飲
食
遊
興
施
設　
　
　
　

飲食店等

13－１　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

銀行

13－２　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

13－１以外

14　

物
品
販
売
店
舗　
　
　
　

百貨店等

15－１　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

スポーツ施設

15－２　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

15－１以外

16　

公
衆
浴
場

17　

一
般
公
共
用
自
動
車
車
庫

18　

共
同
住
宅
等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

５．２．男子用
小便器 ① 設置義務 ●

建築物ごとに最低１カ所は床置式
小便器その他これに類する小便器
のある便所を設置。

◎
階ごとに最低１カ所は床置式小便
器その他これに類する小便器のあ
る便所を設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

５．３．乳幼児
用設備 ① 設置義務 ●

ベビーチェア等乳幼児を座らせる
設備を設けた便房を最低１カ所以
上。

◎ 同左。 ●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

② ●

ベビーベッド等乳幼児のおむつ替
えができる設備を最低１以上。（た
だし、当該施設内に他におむつ替
えができる場所を設ける場合は適
用しない。）

◎ 同左。 ●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

③ 標示 ●
ベビーチェア、ベビーベッド等設
備を設けた便房及び便所出入口又
はその付近にその旨を標示。

◎ 同左。 ●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

駐
車
場

６．１．車いす
使用者用駐車
施設及び建物
出入口等への
経路となる通
路

① 設置義務 ●
車いす使用者用駐車施設を最低１
カ所設置。

◎

車いす使用者用駐車施設を駐車台
数の総数の２％以上（当該駐車台
数の総数200超の場合は１％＋２
以上）設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 設置位置 ●
車いす使用者用駐車施設は、建物
出入口等への経路の距離ができる
だけ短くなる位置に設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 幅 ●
車いす使用者用駐車施設の幅は、
350㎝以上。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

④ 表示 ●
車いす使用者用駐車施設に車いす
使用者用である旨を見やすい方法
で表示。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑤
建物出入口等
への通路の構
造

●

車いす使用者用駐車施設から建物
出入口等への経路となる通路の構
造は、建築物の敷地内通路の整備
基準に準拠。

◎

車いす使用者用駐車施設から建物
出入口等への経路となる通路の構
造は、建築物の敷地内通路の望ま
しい基準に準拠。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

敷
地
内
通
路

７．１．敷地内
通路等（全般）

① 表面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 段の構造 ●
建築物の階段の、手すり・回り段・
表面・識別性に関する整備基準を
満たす構造。

◎

建築物の階段の、有効幅員・段・
手すり・回り段・表面・識別性に
関する望ましい基準を満たす構
造。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

７．２．建物出
入口と道等又
は車いす使用
者用駐車施設
とを結ぶ経路
となる通路等

① 幅員 ● 120㎝以上。 ◎ 180㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

②
車いすの転回
スペース

●
50ｍ以内ごとに車いすの転回に支
障のない場所を設置。

－ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③
高低差がある
場合

●

敷地内通路に設ける場合の整備基
準を満たす傾斜路及び踊場又はエ
レベーター若しくは特殊仕様昇降
機を設置。

◎

敷地内通路に設ける場合の望まし
い基準を満たす傾斜路及び踊場又
はエレベーター若しくは特殊仕様
昇降機を設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

④ 排水溝の蓋 ●

上記整備基準を満たす通路のうち
主要な通路に設ける排水溝の蓋
は、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

◎

上記望ましい基準を満たす通路の
うち主要な通路に設ける排水溝の
蓋は、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

７．３．建物出
入口と道等と
を結ぶ経路と
なる通路等（全
般）

①
視覚障害者の
誘導

●
視覚障害者のための誘導用床材の
敷設又は音声装置など誘導用装置
の設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

②
注意喚起用床
材

●

車路に接する部分、車路を横断す
る部分並びに傾斜路および段の上
端付近の敷地内通路及び踊場に、
注意喚起用床材を敷設。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 排水溝の蓋 ●

上記整備基準を満たす通路のう
ち、主要な通路に設ける排水溝の
蓋は、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

◎

上記望ましい基準を満たす通路の
うち主要な通路に設ける排水溝の
蓋を、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

７．４．敷地内
通路等に設け
る傾斜路及び
踊場

① 有効幅員 ●
120㎝以上。
（段併設の場合は90㎝以上。）

◎
150㎝以上。
（段併設の場合は120㎝以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 勾配 ●
１／12以下。（傾斜路の高さが16
㎝以下の場合は１／８以下。）

◎ １／15以下。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 踊場 ●
傾斜路の高さが75㎝を超える場合
は高低差75㎝以内ごとに踏幅150
㎝以上の踊場を設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

④ － － ◎
傾斜路が同一平面で交差又は接続
する場合は当該交差又は接続部分
に踏幅150㎝以上の踊場を設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑤ 手すり ● 傾斜路には手すりを設置。 ◎ 傾斜路には両側に手すりを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑥ 裏面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑦ 識別性 ●
傾斜路は踊場及び接する敷地内通
路の色と大きな明度差をつける。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

　本表は、まちづくり施設別に適用される基準を確認できるよう

に作成した早見表です。

　基準の詳細な内容については、規則及び解説のページをご参照

ください。
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条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）

共通事項

１　

社
会
福
祉
施
設

２　

官
公
庁
施
設　
　
　
　
　

郵便局等

３－１　

教
育
文
化
施
設
そ
の
１　

３－２．３以外

３－２　

教
育
文
化
施
設
そ
の
２　

特別支援学校

３－３　

教
育
文
化
施
設
そ
の
３　

３－２を除く学校

５　

地
下
鉄
・
公
共
用
歩
廊

６　

公
衆
便
所

７－１　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

病院

７－２　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

７－１以外

８　

娯
楽
施
設　
　
　
　
　
　

映画館等

９　

集
会
施
設　
　
　
　
　
　

集会所等

10　

展
示
施
設　
　
　
　
　
　

展示場

11　

宿
泊
施
設　
　
　
　
　
　

ホテル等

12　

飲
食
遊
興
施
設　
　
　
　

飲食店等

13－１　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

銀行

13－２　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

13－１以外

14　

物
品
販
売
店
舗　
　
　
　

百貨店等

15－１　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

スポーツ施設

15－２　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

15－１以外

16　

公
衆
浴
場

17　

一
般
公
共
用
自
動
車
車
庫

18　

共
同
住
宅
等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

５．２．男子用
小便器 ① 設置義務 ●

建築物ごとに最低１カ所は床置式
小便器その他これに類する小便器
のある便所を設置。

◎
階ごとに最低１カ所は床置式小便
器その他これに類する小便器のあ
る便所を設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

５．３．乳幼児
用設備 ① 設置義務 ●

ベビーチェア等乳幼児を座らせる
設備を設けた便房を最低１カ所以
上。

◎ 同左。 ●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

② ●

ベビーベッド等乳幼児のおむつ替
えができる設備を最低１以上。（た
だし、当該施設内に他におむつ替
えができる場所を設ける場合は適
用しない。）

◎ 同左。 ●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

③ 標示 ●
ベビーチェア、ベビーベッド等設
備を設けた便房及び便所出入口又
はその付近にその旨を標示。

◎ 同左。 ●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

●◎
（2,000㎡以上）

駐
車
場

６．１．車いす
使用者用駐車
施設及び建物
出入口等への
経路となる通
路

① 設置義務 ●
車いす使用者用駐車施設を最低１
カ所設置。

◎

車いす使用者用駐車施設を駐車台
数の総数の２％以上（当該駐車台
数の総数200超の場合は１％＋２
以上）設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 設置位置 ●
車いす使用者用駐車施設は、建物
出入口等への経路の距離ができる
だけ短くなる位置に設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 幅 ●
車いす使用者用駐車施設の幅は、
350㎝以上。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

④ 表示 ●
車いす使用者用駐車施設に車いす
使用者用である旨を見やすい方法
で表示。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑤
建物出入口等
への通路の構
造

●

車いす使用者用駐車施設から建物
出入口等への経路となる通路の構
造は、建築物の敷地内通路の整備
基準に準拠。

◎

車いす使用者用駐車施設から建物
出入口等への経路となる通路の構
造は、建築物の敷地内通路の望ま
しい基準に準拠。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

敷
地
内
通
路

７．１．敷地内
通路等（全般）

① 表面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 段の構造 ●
建築物の階段の、手すり・回り段・
表面・識別性に関する整備基準を
満たす構造。

◎

建築物の階段の、有効幅員・段・
手すり・回り段・表面・識別性に
関する望ましい基準を満たす構
造。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

７．２．建物出
入口と道等又
は車いす使用
者用駐車施設
とを結ぶ経路
となる通路等

① 幅員 ● 120㎝以上。 ◎ 180㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

②
車いすの転回
スペース

●
50ｍ以内ごとに車いすの転回に支
障のない場所を設置。

－ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③
高低差がある
場合

●

敷地内通路に設ける場合の整備基
準を満たす傾斜路及び踊場又はエ
レベーター若しくは特殊仕様昇降
機を設置。

◎

敷地内通路に設ける場合の望まし
い基準を満たす傾斜路及び踊場又
はエレベーター若しくは特殊仕様
昇降機を設置。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

④ 排水溝の蓋 ●

上記整備基準を満たす通路のうち
主要な通路に設ける排水溝の蓋
は、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

◎

上記望ましい基準を満たす通路の
うち主要な通路に設ける排水溝の
蓋は、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

７．３．建物出
入口と道等と
を結ぶ経路と
なる通路等（全
般）

①
視覚障害者の
誘導

●
視覚障害者のための誘導用床材の
敷設又は音声装置など誘導用装置
の設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

②
注意喚起用床
材

●

車路に接する部分、車路を横断す
る部分並びに傾斜路および段の上
端付近の敷地内通路及び踊場に、
注意喚起用床材を敷設。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 排水溝の蓋 ●

上記整備基準を満たす通路のう
ち、主要な通路に設ける排水溝の
蓋は、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

◎

上記望ましい基準を満たす通路の
うち主要な通路に設ける排水溝の
蓋を、車いすの車輪や杖の先等が
引っ掛からない形状。

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

７．４．敷地内
通路等に設け
る傾斜路及び
踊場

① 有効幅員 ●
120㎝以上。
（段併設の場合は90㎝以上。）

◎
150㎝以上。
（段併設の場合は120㎝以上。）

●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 勾配 ●
１／12以下。（傾斜路の高さが16
㎝以下の場合は１／８以下。）

◎ １／15以下。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

③ 踊場 ●
傾斜路の高さが75㎝を超える場合
は高低差75㎝以内ごとに踏幅150
㎝以上の踊場を設置。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

④ － － ◎
傾斜路が同一平面で交差又は接続
する場合は当該交差又は接続部分
に踏幅150㎝以上の踊場を設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑤ 手すり ● 傾斜路には手すりを設置。 ◎ 傾斜路には両側に手すりを設置。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑥ 裏面の仕上げ ● 粗面又は滑りにくい材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

⑦ 識別性 ●
傾斜路は踊場及び接する敷地内通
路の色と大きな明度差をつける。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎
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条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）

共通事項
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社
会
福
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２　

官
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庁
施
設　
　
　
　
　

郵便局等
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育
文
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施
設
そ
の
１　

３－２．３以外

３－２　

教
育
文
化
施
設
そ
の
２　

特別支援学校

３－３　

教
育
文
化
施
設
そ
の
３　

３－２を除く学校

５　

地
下
鉄
・
公
共
用
歩
廊

６　

公
衆
便
所

７－１　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

病院

７－２　

医
療
施
設　
　
　
　
　
　

７－１以外

８　

娯
楽
施
設　
　
　
　
　
　

映画館等

９　

集
会
施
設　
　
　
　
　
　

集会所等

10　

展
示
施
設　
　
　
　
　
　

展示場

11　

宿
泊
施
設　
　
　
　
　
　

ホテル等

12　

飲
食
遊
興
施
設　
　
　
　

飲食店等

13－１　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

銀行

13－２　

サ
ー
ビ
ス
施
設　
　
　
　

13－１以外

14　

物
品
販
売
店
舗　
　
　
　

百貨店等

15－１　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

スポーツ施設

15－２　

ス
ポ
ー
ツ
・
遊
技
施
設　

15－１以外

16　

公
衆
浴
場

17　

一
般
公
共
用
自
動
車
車
庫

18　

共
同
住
宅
等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

車
い
す
使
用
者
用
客
室

８．１．車いす
使用者用客室 ① 設置義務 ●

用途面積2,000㎡以上かつ客室総数50
室以上の宿泊施設には、車いす使用
者用客室を１以上設置すること。

◎
宿泊施設には、客室総数の２％以上（客
室総数が200を超える場合は１％＋２以
上）の車いす使用者客室を設置すること。

●◎

② 出入口の有効
幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎

③ 出入口の戸の
構造 ● 車いす使用者が円滑に開閉して通過で

きる構造で、その前後に高低差なし。 ◎ 同左。 ●◎

④ 空間の確保 ● 車いす使用者が円滑に利用できる
空間の確保 ◎ 同左。 ●◎

⑤ 便所の出入口
の有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎

⑥ 便所の出入口
の戸の構造 ● 車いす使用者が円滑に開閉して通過で

きる構造、かつその前後に高低差なし。 ◎ 同左。 ●◎

⑦ 浴室内の配置 ● 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置。 ◎ 同左。 ●◎

⑧ 浴室内空間の
確保 ● 車いす使用者が円滑に利用できる

よう十分な空間を確保。 ◎ 同左。 ●◎

⑨ 浴室出入口の
有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎

⑩ 浴室の出入口
の戸の構造 ● 車いす使用者が円滑に開閉して通過でき

る構造で、かつその前後に高低差なし。 ◎ 同左。 ●◎

⑪ 浴室内床面の
仕上げ ● 濡れても滑りにくい材料 ◎ 同左。 ●◎

条
例
附
置
施
設

９．１．浴室等 ① 配置 － － ◎ 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ 不特定かつ多数の
利用する浴室又は
シャワー室を設け
る場合は、１以上
設置。（男女の区分
がある場合はそれ
ぞれ最低１カ所）

② 空間の確保 － － ◎ 車いす使用者が円滑に利用できる
よう十分な空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ 出入口の有効
幅員 － － ◎ 80㎝以上。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

④ 戸の構造 － － ◎ 車いす使用者が円滑に開閉して通過でき
る構造で、かつその前後に高低差なし。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑤ 床面の仕上げ － － ◎ 濡れても滑りにくい材料。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

９．２．観覧席
及び客室 ① 設置義務 ●

車いす使用者が容易に到達できか
つ観覧しやすい位置に最低１カ所
設置。

◎

車いす使用者が容易に到達できかつ観覧
しやすい位置に２カ所（観覧席総数が
400超の場合は２カ所＋超過200席までご
とに１カ所加算（上限20））以上設置。

●◎ ●◎ ●◎

② 客席スペース ● １席あたり、幅85㎝以上、奥行き
110㎝以上。 ◎ １席あたり、幅90㎝以上、奥行き

120㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎

③ 床面の仕上げ ● 水平とし表面は粗面又は滑りにく
い材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎

④ 転落防止措置 ● 転落防止ストッパー等を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎

⑤ 有効幅員 ● 出入口との経路となる通路の幅員
は120㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎

９．３．授乳及
びおむつ替え
の場所

① 設置義務 － － ◎ 授乳及びおむつ替えのできる場所を設置。 ◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

② 配置 － － ◎ ベビーベッド、いす等を適切に配置。 ◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

③ 標示 － － ◎ 出入口付近にその旨を標示。 ◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

10．１．手すり ① 形状 ● 太さは外径３～４㎝程度とし、両
端は下方又は壁方向に曲げる。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 誘導設備 － － ◎ 両端・わん曲部等に、現在位置・
方向・行き先等を点字表示。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ 水平部分 － － ◎
傾斜路及び階段の手すりの両端は
45㎝以上の水平部分を設置。（構
造上やむを得ない場合を除く。）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10．２．公衆電
話 ① 操作部分の高

さ ● 最低１機はダイヤル及びプッシュボタ
ンが高さ90～100㎝となるよう設置。 ◎ 同左 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

※ ２機以上の公衆電
話を設ける場合に
適用される。

10．３．公衆
ファックス ① 設置義務 － － ◎ 最低１機は公衆ファックスを設置。 ◎

（2,000㎡以上）
◎

（2,000㎡以上）
◎

（2,000㎡以上）
◎

（2,000㎡以上）

10．４．視覚障
害者用床材 ① 識別性 ●

原則として黄色。これによりがた
い場合は周囲の床材と明度差又は
輝度差の大きい色。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 標準形状 ● 大きさは30㎝角とし、形状はJIS 
T9251に適合するものを標準。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

10．５．カウン
ター等

① 高さ － － ◎ 高さ70㎝程度。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ カウンター・電話
台・テーブルを設
ける場合の、それ
ぞれ最低１カ所に
適用される。

② 下部空間 － － ◎ 車いす使用者に配慮し、下部に高さ60
～65㎝、奥行き45㎝程度の空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10．６．水飲み
器 ① 高さ等 － － ◎ 飲み口の高さは70～80㎝とし、車

いすの肘掛が入る空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ 水飲み器を設ける
場合の最低１カ所
に適用される。

② 給水栓 － － ◎ 自動感知式、ボタン式又はレバー式。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ 近づきやすい
空間 － － ◎ 車いす使用者が容易に近づけるよ

う周りに空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10．７．点滅型
誘導灯等 ① 聴覚障害者へ

の配慮 － － ◎

誘導灯などの設置場所のうち聴覚障害
者又は視覚障害者の避難に必要と認め
られる場所に光等による非常警報装置
及び点滅誘導音声装置付誘導灯を設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

　本表は、まちづくり施設別に適用される基準を確認できるよう

に作成した早見表です。

　基準の詳細な内容については、規則及び解説のページをご参照

ください。
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条例対象施設（まちづくり施設・建築物） 条例対象施設（まちづくり施設・建築物）
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等

19　

事
務
所

20　

工
場

届出対象規模（特定まちづくり施設）→ 面積に関係なくすべてのもの 用途面積300㎡以上 用途面積1,000㎡以上 用途面積2,000㎡以上

整備箇所 整　　備　　内　　容 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用 「●整備基準」「◎望ましい基準」の概要と適用

車
い
す
使
用
者
用
客
室

８．１．車いす
使用者用客室 ① 設置義務 ●

用途面積2,000㎡以上かつ客室総数50
室以上の宿泊施設には、車いす使用
者用客室を１以上設置すること。

◎
宿泊施設には、客室総数の２％以上（客
室総数が200を超える場合は１％＋２以
上）の車いす使用者客室を設置すること。

●◎

② 出入口の有効
幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎

③ 出入口の戸の
構造 ● 車いす使用者が円滑に開閉して通過で

きる構造で、その前後に高低差なし。 ◎ 同左。 ●◎

④ 空間の確保 ● 車いす使用者が円滑に利用できる
空間の確保 ◎ 同左。 ●◎

⑤ 便所の出入口
の有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎

⑥ 便所の出入口
の戸の構造 ● 車いす使用者が円滑に開閉して通過で

きる構造、かつその前後に高低差なし。 ◎ 同左。 ●◎

⑦ 浴室内の配置 ● 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置。 ◎ 同左。 ●◎

⑧ 浴室内空間の
確保 ● 車いす使用者が円滑に利用できる

よう十分な空間を確保。 ◎ 同左。 ●◎

⑨ 浴室出入口の
有効幅員 ● 80㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎

⑩ 浴室の出入口
の戸の構造 ● 車いす使用者が円滑に開閉して通過でき

る構造で、かつその前後に高低差なし。 ◎ 同左。 ●◎

⑪ 浴室内床面の
仕上げ ● 濡れても滑りにくい材料 ◎ 同左。 ●◎
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９．１．浴室等 ① 配置 － － ◎ 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ 不特定かつ多数の
利用する浴室又は
シャワー室を設け
る場合は、１以上
設置。（男女の区分
がある場合はそれ
ぞれ最低１カ所）

② 空間の確保 － － ◎ 車いす使用者が円滑に利用できる
よう十分な空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ 出入口の有効
幅員 － － ◎ 80㎝以上。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

④ 戸の構造 － － ◎ 車いす使用者が円滑に開閉して通過でき
る構造で、かつその前後に高低差なし。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑤ 床面の仕上げ － － ◎ 濡れても滑りにくい材料。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

９．２．観覧席
及び客室 ① 設置義務 ●

車いす使用者が容易に到達できか
つ観覧しやすい位置に最低１カ所
設置。

◎

車いす使用者が容易に到達できかつ観覧
しやすい位置に２カ所（観覧席総数が
400超の場合は２カ所＋超過200席までご
とに１カ所加算（上限20））以上設置。

●◎ ●◎ ●◎

② 客席スペース ● １席あたり、幅85㎝以上、奥行き
110㎝以上。 ◎ １席あたり、幅90㎝以上、奥行き

120㎝以上。 ●◎ ●◎ ●◎

③ 床面の仕上げ ● 水平とし表面は粗面又は滑りにく
い材料。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎

④ 転落防止措置 ● 転落防止ストッパー等を設置。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎

⑤ 有効幅員 ● 出入口との経路となる通路の幅員
は120㎝以上。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎

９．３．授乳及
びおむつ替え
の場所

① 設置義務 － － ◎ 授乳及びおむつ替えのできる場所を設置。 ◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

② 配置 － － ◎ ベビーベッド、いす等を適切に配置。 ◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

③ 標示 － － ◎ 出入口付近にその旨を標示。 ◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

◎
（2,000㎡以上）

10．１．手すり ① 形状 ● 太さは外径３～４㎝程度とし、両
端は下方又は壁方向に曲げる。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 誘導設備 － － ◎ 両端・わん曲部等に、現在位置・
方向・行き先等を点字表示。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ 水平部分 － － ◎
傾斜路及び階段の手すりの両端は
45㎝以上の水平部分を設置。（構
造上やむを得ない場合を除く。）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10．２．公衆電
話 ① 操作部分の高

さ ● 最低１機はダイヤル及びプッシュボタ
ンが高さ90～100㎝となるよう設置。 ◎ 同左 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

※ ２機以上の公衆電
話を設ける場合に
適用される。

10．３．公衆
ファックス ① 設置義務 － － ◎ 最低１機は公衆ファックスを設置。 ◎

（2,000㎡以上）
◎

（2,000㎡以上）
◎

（2,000㎡以上）
◎

（2,000㎡以上）

10．４．視覚障
害者用床材 ① 識別性 ●

原則として黄色。これによりがた
い場合は周囲の床材と明度差又は
輝度差の大きい色。

◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

② 標準形状 ● 大きさは30㎝角とし、形状はJIS 
T9251に適合するものを標準。 ◎ 同左。 ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎ ●◎

10．５．カウン
ター等

① 高さ － － ◎ 高さ70㎝程度。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ カウンター・電話
台・テーブルを設
ける場合の、それ
ぞれ最低１カ所に
適用される。

② 下部空間 － － ◎ 車いす使用者に配慮し、下部に高さ60
～65㎝、奥行き45㎝程度の空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10．６．水飲み
器 ① 高さ等 － － ◎ 飲み口の高さは70～80㎝とし、車

いすの肘掛が入る空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ 水飲み器を設ける
場合の最低１カ所
に適用される。

② 給水栓 － － ◎ 自動感知式、ボタン式又はレバー式。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

③ 近づきやすい
空間 － － ◎ 車いす使用者が容易に近づけるよ

う周りに空間を確保。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

10．７．点滅型
誘導灯等 ① 聴覚障害者へ

の配慮 － － ◎

誘導灯などの設置場所のうち聴覚障害
者又は視覚障害者の避難に必要と認め
られる場所に光等による非常警報装置
及び点滅誘導音声装置付誘導灯を設置。

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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２．３. 整備基準等の解説
【１．建築物】

１．出入口

１．建物出入口

２．駐車場に通ずる出入口

別表第４
整　１項一号
望　１項一号

解説

１

物
築
建

　

１

口
入
出

解説表

基本的な考え方

「車いす使用者の通過に支障となる段差」は、敷居の段差をなくすことを規定しています。例え
ば段差が1㎝程度で丸みを持たせた場合などは該当しませんが、真にやむを得ない場合でも２㎝以
下の丸みのある段差として仕上げることが必要です。

2．3．解説ページの見方
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２．３. 整備基準等の解説

●印…整備基準　/　◎印…望ましい基準　/　◇印…参考寸法等

福岡県のホームページに「福岡県福祉のまちづくり条例Ｑ＆Ａ（建築物編）を掲載していますのでご参照ください。
（掲載場所については、P47を参照ください。）

１

物
築
建

　

１

口
入
出

◇
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